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介
護
保
険
は
、
介
護
を
必
要
と
す

る
方
が
そ
の
方
の
持
つ
能
力
に
応
じ

て
自
立
し
た
生
活
が
送
れ
る
よ
う
、

在
宅
支
援
や
施
設
入
所
な
ど
の
必
要

な
福
祉
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
制
度

で
す
。

　

特
に
、
在
宅
に
関
す
る
サ
ー
ビ
ス

に
つ
い
て
は
、
介
護
を
必
要
と
す
る

多
く
の
方
々
が
、
で
き
る
限
り
住
み

慣
れ
た
家
庭
や
地
域
で
生
活
を
送
る

こ
と
が
で
き
る
よ
う
サ
ー
ビ
ス
内
容

の
充
実
を
図
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
他
、
町
で
は
高
齢
者
や
家
族

の
方
が
安
心
し
て
生
活
で
き
る
環
境

づ
く
り
の
た
め
に
、
次
の
よ
う
な
事

業
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

●
介
護
予
防
・
生
活
支
援
の
た
め
に

　

で
き
る
限
り
多
く
の
高
齢
者
が
健

康
で
生
き
が
い
を
も
っ
て
生
活
で
き

る
よ
う
、
寝
た
き
り
な
ど
の
介
護
が

必
要
な
状
態
に
な
ら
な
い
た
め
の
事

業
で
す
。（
表
１
）

　
「
老
人
憩
い
の
家
た
か
む
ら
荘
」や

「
屋
内
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
場
」の
老
人
福

祉
施
設
の
活
用
に
よ
り
、
介
護
予
防

に
役
立
て
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

●
寝
た
き
り
の
方
や
家
族
へ
の
支
援

の
た
め
に

　

健
康
づ
く
り
や
介
護
予
防
に
努
め

て
も
、
加
齢
に
伴
っ
て
援
護
を
必
要

と
す
る
高
齢
者
は
増
加
す
る
傾
向
に

あ
り
ま
す
。

　

介
護
や
支
援
が
必
要
と
な
り
、
介

護
認
定
を
受
け
た
場
合
に
は
各
種
の

介
護
サ
ー
ビ
ス
が
利
用
で
き
ま
す
。

　

こ
の
他
、
介
護
認
定
を
受
け
在
宅

に
あ
る
方
へ
の
サ
ー
ビ
ス
が
あ
り
ま

す
。（
表
２
）

　

地
区
の
民
生
委
員
を
通
し
て
申
請

し
て
く
だ
さ
い
。

●
敬
老
の
お
祝
い
と
し
て

　

毎
年
９
月
に
は
、
高
齢
者
の
敬
愛

の
た
め
に
敬
老
会
を
開
催
し
、
そ
の

席
上
で
祝
金
を
贈
呈
し
て
い
ま
す
。 

（
表
３
）

　

90
歳
、
１
０
０
歳
の
節
目
の
年
に

は
長
寿
を
お
祝
い
し
、
敬
祝
金
を
贈

呈
し
て
い
ま
す
。（
表
４
）

　

今
年
の
敬
老
会
の
ご
案
内
は
、
後

日
該
当
す
る
皆
さ
ん
に
お
知
ら
せ
し

ま
す
。

●
相
談
窓
口
と
し
て

　

平
成
18
年
４
月
に
設
け
ら
れ
た
地

域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
や
町
で
、
在

宅
の
高
齢
者
や
家
族
の
方
の
総
合
的

な
相
談
に
応
じ
て
い
ま
す
。

　

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
問
い
合
わ
せ

　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

　

☎
７
２
ー
２
１
２
８

　

健
康
福
祉
課

　

☎
７
２
ー
６
９
３
４

（表１）　介護予防・生活支援のために
事業名 対象者 給付条件 内容等 利用料／助成額

緊急通報システム 65歳以上の
ひとり暮らしの方

町内に子ども等が
居住していない方

緊急対応用の
電話等の貸与

所得の状況により
月額０円から4,410円

高齢者住宅改修助成事業
65歳以上で身体虚弱
のため住宅改修が必
要な高齢者世帯

介護認定の対象と
ならない方

手すりの取り付け
や段差解消等の改
修費の助成

・所得の状況により助成の対象
とならない場合があります。

・改修費の１割の自己負担あり。
助成限度額18万円

お元気クラブ事業 65歳以上 老人クラブ加入者
高齢者相互の交流
と健康づくりを図
ります。

高齢者ニュースポーツ事業 60歳以上 老人クラブ加入者
軽スポーツを通し
て健康づくりを図
ります。

（表２）　ねたきりの方や家族支援のために
事業名 対象者 給付条件 助成等

紙おむつ支給事業 65歳以上、介護認定
で要介護３以上の方

在宅で常時紙おむつ
が必要であること １日１枚

３か月分をまとめて５月、８
月、11月、２月の各月にそれ
ぞれ支給

ねたきり老人等介護者手当

介護認定で要介護４
又は５に該当する65
歳以上のねたきり老
人を常時介護してい
る同居の家族

・介護期間が続けて
１年間以上あり、
この間介護保険
のサービスを受
けていないこと

・住民税が非課税
世帯であること

月額5,000円 １年分を３月末に支給

（表３）　敬老祝金
年齢 祝金額

75歳以上 5,000円

＊祝金額は、平成18年度から75歳以上一律の額
となりました。

（表４）　高齢者敬愛事業の敬祝金
年齢 敬祝金

 90歳 50,000円
100歳 100,000円

＊敬祝金の支給対象は原則として、在宅の方となります。
＊100歳の方の敬祝金は、平成19年度以降平成21年度ま
で毎年見直されました。

ご利用ください！
高齢者の福祉サービス


